
別記様式１ 資料１－７ 

契 約 一 覧 表 総 括 表 

（部局名：広島国税局 ） （審議対象期間 令和４年１月１日～令和４年３月３１日） 

区 分 件 数 う ち 応 札 （ 応 募 ） 業 者 数 １ 者 備  考 

総契約件数 

（内訳） 

① 競争入札（公共工事） 

② 随意契約（公共工事）  

③ 競争入札（物品役務等） 

④ 随意契約（物品役務等）  

 

１５２件 

 

０件 

０件 

１０件 

１４２件 

１件 

 

０件 

０件 

０件 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

応札（応募）業者数１者総契約件数 

（内訳） 

⑴ 一般競争入札方式 

⑵ 企画競争方式  

⑶ 公募方式 

⑷ 不落・不調随意契約方式  

 

 

 

 

１件 

 

０件 

０件 

１件 

０件 

  

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。  



別記様式２

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

公共工事の名称、場所、期間及び種
別

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

法人番号

一般競争入札・
指名競争入札の
別（総合評価の

実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

該当なし

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（競争入札（公共工事））

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

資料１－８



別記様式３

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職の
役員の数

備
考

該当なし

（注3）予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。

（注4）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（随意契約（公共工事））

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

（注2）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を
       記載した場合には予定調達総額を記載する。

資料１－９



別記様式４

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

法人番号

一般競争入札・
指名競争入札の
別（総合評価の

実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

テレビ及びテレビスタンドの購入
テレビ50型58台ほか7品目

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

令和4年1月18日

株式会社ヤマダデンキ
LABI広島営業所
広島県広島市中区胡町５
－２２

2070001036729 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

9,448,560円 - 4

ドライブレコーダーの購入（鳥取県）
14台

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

令和4年1月28日

日産プリンス鳥取販売株
式会社
鳥取県鳥取市千代水４－
７

2270001000557 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

466,620円 - 2

ドライブレコーダーの購入（島根県）
17台

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

令和4年1月28日
島根日産自動車株式会社
島根県松江市馬潟町３６
２－２

9280001000343 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

657,492円 - 3

ドライブレコーダーの購入（岡山県）
36台

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

令和4年1月18日
岡山日産自動車株式会社
岡山県岡山市中区高屋１
６１

5260001009010 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

1,217,502円 - 2

ドライブレコーダーの購入（広島県）
77台

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

令和4年1月18日
広島日産自動車株式会社
広島県広島市西区三篠町
３－１４－１７

6240001009531 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

2,636,326円 - 3

ドライブレコーダーの購入（山口県）
36台

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

令和4年1月18日

株式会社ホンダ四輪販売
西中国
広島県広島市南区大州１
－４－３８

9240001018216 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

1,584,000円 - 2

契約一覧表（競争入札（物品役務等））
資料１－10



別記様式４

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

法人番号

一般競争入札・
指名競争入札の
別（総合評価の

実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））
資料１－10

うがい器の購入
CO-FR型72台ほか3型

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

令和4年1月28日

サラヤ株式会社中四国支
店
広島県広島市西区楠木町
１－１３－１

5120001009783 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

7,700,000円 - 2

アルコール検知器の購入
360個

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

令和4年2月7日

株式会社日興商会広島支
店
広島県広島市西区庚午中
４－１４－１９

1140001050558 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

3,405,600円 - 2

開封機の購入
50台

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

令和4年2月21日

株式会社日興商会広島支
店
広島県広島市西区庚午中
４－１４－１９

1140001050558 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

10,560,000円 - 4

税務署サーバ室内サーバラック廃棄業
務
一式

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

令和4年2月21日

エイジトレーディング株
式会社
広島県広島市東区福田６
－２１１９－１７

8240001015569 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない

1,782,000円 - 3

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

令和4年4月採用予定者の採用時健康
診断における身体検査業務
179人

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和4年1月28日
医療法人社団ヤマナ会
広島県東広島市西条町
吉行２２１４

3240005004003

公募を実施した結果、業務
履行可能な者が1者しかな
く、競争を許さないことか
ら、会計法第29条の3第4項
に該当するため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

@6,160円ほか - 1 -

電気料（隠岐の島地方合同庁舎）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０
ほか６官署等

－
中国電力株式会社
広島県広島市中区小町
４－３３

4240001006753

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
2,466,613円
分担契約
分担総額
932,038円

ガス料（鳥取第1地方合同庁舎分）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０
ほか７官署等

－
鳥取瓦斯株式会社
鳥取県鳥取市五反田町
６

6270001000875

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
5,258,670円
分担契約
分担総額
1,746,118円

ガス料（松江地方合同庁舎分）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０
ほか１４官署等

－
松江市ガス事業管理者
島根県松江市平成町１
８２－４２

3000020322016

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
5,764,654円
分担契約
分担総額
1,423,193円

ガス料（出雲地方合同庁舎分）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０
ほか３官署

－
出雲ガス株式会社
島根県出雲市上塩冶町
２３８８－１

7280001003067

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
4,632,194円
分担契約
分担総額
2,019,802円

ガス料（下関地方合同庁舎分）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０
ほか６官署

－
山口合同ガス株式会社
山口県下関市本町３－
１－１

6250001006503

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
4,757,339円
分担契約
分担総額
2,480,950円

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

ガス料（山口地方合同庁舎分）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０
ほか８官署等

－
山口合同ガス株式会社
山口県下関市本町３－
１－１

6250001006503

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
8,384,510円
分担契約
分担総額
1,252,650円

ガス料（岡山東税務署ほか1署）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

－
岡山ガス株式会社
岡山県岡山市中区桜橋
２－１－１

5260001001009

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
3,075,268円

ガス料（倉敷税務署）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

－

岡山ガス株式会社倉敷
営業所
岡山県倉敷市中央１－
２７－２０

5260001001009

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
1,604,967円

ガス料（広島東税務署ほか5施設）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

－
広島ガス株式会社
広島県広島市南区皆実
町２－７－１

2240001009205

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
4,530,579円

水道料（広島合同庁舎分）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０
ほか２９官署等

－
広島市水道局
広島県広島市中区基町
９－３２

9000020341002

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
33,164,683円
分担契約
分担総額
7,330,544円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

水道料（呉地方合同庁舎分）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０
ほか４官署

－
呉市上下水道局
広島県呉市中央６－２
－９

9000020342025

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
1,288,372円
分担契約
分担総額
514,705円

水道料（下関地方合同庁舎分）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０
ほか６官署

－
下関市上下水道局
山口県下関市春日町７
－３２

4000020352012

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
1,777,950円
分担契約
分担総額
569,907円

水道料（山口地方合同庁舎分）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０
ほか９官署等

－
山口市上下水道局
山口県山口市宮島町７
－１

2000020352039

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
2,967,353円
分担契約
分担総額
809,493円

水道料（岡山東税務署ほか3署）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

－
岡山市水道局
岡山県岡山市北区鹿田
町２－１－１

5000020331007

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
1,600,121円

水道料（広島東税務署ほか4施設）

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

－
広島市水道局
広島県広島市中区基町
９－３２

9000020341002

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ － － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
2,305,746円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

電話料

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

－

西日本電信電話株式会
社
大阪府大阪市東野田町
４－１５－８２

7120001077523

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ - － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
12,683,721円

電話料

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

－
ＫＤＤＩ株式会社
東京都新宿区西新宿２
－３－２

9011101031552

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ - － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
59,392,409円

電話料

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

－

エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ株
式会社
東京都千代田区大手町
２－３－１

7010001064648

予算決算及び会計令第102
条の2に基づき長期継続契
約を行っており、かつ行政
需要に適合した供給を行え
る事業者が特定されてお
り、契約価格の競争による
契約相手方の選定を許さな
いことから、会計法第29条
の3第4項に該当するため。

－ - － - -

長期継続契約
単価契約
令和3年度支払
実績額
1,360,729円

令和3年度NHK放送受信契約

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年4月1日

日本放送協会広島拠点
放送局
広島県広島市中区大手
町２－１１－１０

8011005000968

放送法第64条第1項に基づ
き契約を行うものであり、
競争を許さないことから、
会計法第29条の3第4項に該
当するため。

1,616,126円 1,616,126円 100.0% - -
令和3年度支払
実績額
1,616,126円

料金後納郵便役務業務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年4月1日

日本郵便株式会社中国
支社
広島県広島市中区東白
島町１９－８

1010001112577

郵便法又は民間事業者によ
る信書の送達に関する法律
に規定する郵便及び信書の
送達が可能な事業者は、日
本郵便株式会社以外にな
く、競争を許さないことか
ら、会計法第29条の3第4項
に該当するため。

330,091,328円 ＠84円ほか 100.0% - -

単価契約
令和3年度支払
実績額
296,711,979円

金融機関に対する照会手数料

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年4月1日
株式会社もみじ銀行
広島県広島市中区胡町
１－２４

3240001012810

当該金融機関に対する照会
手数料であり、競争を許さ
ないことから、会計法第29
条の3第4項に該当するた
め。

2,541,782円 ＠33円 100.0% - -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,542,782円

金融機関に対する照会手数料

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年4月1日
株式会社広島銀行
広島県広島市中区紙屋
町１－３－８

5240001012809

当該金融機関に対する照会
手数料であり、競争を許さ
ないことから、会計法第29
条の3第4項に該当するた
め。

2,494,125円 ＠33円 100.0% - -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,494,125円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

金融機関に対する照会手数料

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年4月1日
おかやま信用金庫
岡山県岡山市北区柳町
１－１１－２１

5260005001896

当該金融機関に対する照会
手数料であり、競争を許さ
ないことから、会計法第29
条の3第4項に該当するた
め。

2,861,364円 ＠33円 100.0% - -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,861,364円

金融機関に対する照会手数料

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年4月1日
株式会社中国銀行
岡山県岡山市北区丸の
内１－１５－２０

1260001006093

当該金融機関に対する照会
手数料であり、競争を許さ
ないことから、会計法第29
条の3第4項に該当するた
め。

2,656,084円 ＠33円 100.0% - -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,656,084円

金融機関に対する照会手数料

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年4月1日
株式会社山口銀行
山口県下関市竹崎町４
－２－３６

4250001006505

当該金融機関に対する照会
手数料であり、競争を許さ
ないことから、会計法第29
条の3第4項に該当するた
め。

2,739,912円 ＠33円 100.0% - -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,739,912円

金融機関に対する照会手数料

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年4月1日
株式会社西京銀行
山口県周南市平和通１
－１０－２

8250001008844

当該金融機関に対する照会
手数料であり、競争を許さ
ないことから、会計法第29
条の3第4項に該当するた
め。

4,758,838円 ＠33円 100.0% - -

単価契約
令和3年度支払
実績額
4,758,838円

金融機関に対する照会手数料

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年4月1日
玉島信用金庫
岡山県倉敷市玉島１４
３８

2260005003805

当該金融機関に対する照会
手数料であり、競争を許さ
ないことから、会計法第29
条の3第4項に該当するた
め。

1,183,081円 ＠33円 100.0% - -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,183,081円

金融機関に対する照会手数料

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年4月1日
広島信用金庫
広島県広島市中区富士
見町３－１５

9240005001688

当該金融機関に対する照会
手数料であり、競争を許さ
ないことから、会計法第29
条の3第4項に該当するた
め。

2,125,035円 ＠33円 100.0% - -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,125,035円

金融機関に対する照会手数料

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年4月1日
株式会社山陰合同銀行
島根県松江市魚町１０

6280001000230

当該金融機関に対する照会
手数料であり、競争を許さ
ないことから、会計法第29
条の3第4項に該当するた
め。

3,701,775円 ＠33円 100.0% - -

単価契約
令和3年度支払
実績額
3,701,775円

金融機関に対する照会手数料

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年4月1日
島根県農業協同組合
島根県松江市殿町１９
－１

2280005007044

当該金融機関に対する照会
手数料であり、競争を許さ
ないことから、会計法第29
条の3第4項に該当するた
め。

1,983,500円 ＠33円 100.0% - -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,983,500円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

金融機関に対する照会手数料

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年4月1日
西中国信用金庫
山口県下関市細江町１
－１－８

2250005003459

当該金融機関に対する照会
手数料であり、競争を許さ
ないことから、会計法第29
条の3第4項に該当するた
め。

1,045,623円 ＠33円 100.0% - -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,045,623円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社地域デザイン
研究所
鳥取県鳥取市大覚寺１
７３－３

9270001000443

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,009,600円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,009,600円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
前田不動産鑑定事務所
鳥取県倉吉市南昭和町
５９

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,391,050円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,391,050円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
谷口不動産鑑定事務所
鳥取県東伯郡北栄町江
北４８１－４

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,547,550円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,547,550円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
野口不動産鑑定
鳥取県鳥取市西町４－
１０９－１

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,395,300円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,395,300円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

一般財団法人日本不動
産研究所鳥取支所
鳥取県鳥取市扇町１１
５－１

2010405009567

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

2,682,150円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,682,150円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

未来不動産鑑定有限会
社
鳥取県米子市上福原２
－１２－２５

4270002002897

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,464,400円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,464,400円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
株式会社松本鑑定
鳥取県鳥取市西町３－
４２３

4270001006858

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,488,000円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,488,000円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社馬野不動産鑑
定事務所
鳥取県米子市末広町１
２０

7270001007374

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,541,850円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,541,850円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
森本不動産鑑定事務所
鳥取県鳥取市西品治３
０９

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,482,850円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,482,850円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
株式会社福田鑑定
島根県松江市東本町５
－１６－９

6280001000610

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,070,600円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,070,600円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

出雲総合不動産鑑定事
務所
島根県出雲市大津町５
５８

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,049,850円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,049,850円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社オフィス
エー・シー・シー
島根県益田市あけぼの
西町２－３

6280001004990

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,057,500円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,057,500円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

一般財団法人日本不動
産研究所松江支所
島根県松江市御手船場
町５４９－１損保ジャ
パン松江ビル６階

2010405009567

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,120,000円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,120,000円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

竹内不動産鑑定士事務
所
島根県松江市南田町１
２４－２１６

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,061,450円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,061,450円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

有限会社大畑不動産鑑
定
島根県益田市あけぼの
西町９－１５

5280002009882

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,144,000円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,144,000円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
大野不動産鑑定事務所
島根県松江市東本町４
－１４１

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,100,600円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,100,600円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
松浦不動産鑑定事務所
島根県大田市大田町大
田イ１１００－７

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,083,200円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,083,200円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
内藤不動産鑑定事務所
島根県松江市古志原７
－９－３

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,118,500円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,118,500円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
土地のあり方研究所
島根県松江市大垣町１
７７９－１

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,125,650円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,125,650円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
清原不動産鑑定事務所
島根県松江市奥谷町１
９

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,102,850円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,102,850円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日 個人情報につき非公開 －

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,614,650円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,614,650円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

一般財団法人日本不動
産研究所岡山支所
岡山県岡山市北区幸町
８－２９大樹生命岡山
ビル９階

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,528,000円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,528,000円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
浮田不動産鑑定事務所
岡山県岡山市北区川入
７９６－１３５

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,548,900円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,548,900円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

有限会社内村不動産鑑
定事務所
岡山県岡山市北区弓之
町１－１７

8260002001137

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,088,500円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,088,500円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社日興不動産鑑
定事務所
岡山県岡山市北区磨屋
町２－１

1260001005194

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

2,930,750円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,930,750円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

木浦税務不動産鑑定事
務所
岡山県真庭市目木５３
１

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,610,850円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,610,850円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

白神不動産鑑定士事務
所
岡山県岡山市北区富町
２－２－２４

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,693,900円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,693,900円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社髙見不動産鑑
定事務所
岡山県岡山市中区古京
町１－８－１０－２

2260001002463

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,555,700円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,555,700円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

田中不動産鑑定事務所
岡山県岡山市北区奥田
本町２２－８第三平井
ビル１０６

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,610,400円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,610,400円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
棚田不動産鑑定
岡山県赤磐市桜が丘西
６－１８－２

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,389,950円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,389,950円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

坪田不動産鑑定事務所
岡山県岡山市北区野田
２－７－１２プチブル
野田２０２

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,152,700円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,152,700円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

長家不動産鑑定士事務
所
岡山県岡山市北区京橋
町１－２

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,066,700円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,066,700円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日 個人情報につき非公開 －

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,905,800円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,905,800円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

原田不動産鑑定事務所
岡山県岡山市北区中山
下２－８－５５フロ－
レンス中山下グランド
ア－ク７０３

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,016,100円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,016,100円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
藤原鑑定事務所
岡山県岡山市東区瀬戸
町宗堂６９１

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,006,350円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,006,350円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社REC・三宅事務
所
岡山県岡山市北区内山
下２－１１－２６

2260001004740

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,081,350円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,081,350円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

有限会社不動産鑑定士
宗友事務所
岡山県和気郡和気町泉
４６５－２

2260002031057

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,060,950円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,060,950円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社山下不動産鑑
定事務所
岡山県岡山市北区天神
町２－８

3260001006760

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,169,650円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,169,650円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日 個人情報につき非公開 －

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,651,800円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,651,800円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社山本不動産鑑
定事務所
岡山県岡山市中区浜３
－５－５３

2260001011415

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,609,350円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,609,350円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日 個人情報につき非公開 －

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,171,850円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,171,850円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
有田不動産鑑定事務所
岡山県倉敷市西富井６
９５－１１

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,198,050円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,198,050円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社きびコンサル
タント
岡山県倉敷市昭和２－
１－３コスモビル３階

9260001030433

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

2,295,300円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,295,300円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

いしだ不動産鑑定事務
所
岡山県笠岡市東大戸４
００１－１

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,255,250円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,255,250円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日 個人情報につき非公開 －

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,554,350円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,554,350円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

有限会社小野不動産鑑
定事務所
岡山県倉敷市玉島１３
７５－１

3260002017220

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,062,900円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,062,900円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

梶岡不動産鑑定事務所
岡山県倉敷市中庄３１
５８－１ノ－ブルコ－
ト中庄３０１

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,214,700円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,214,700円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

アイリス不動産鑑定事
務所
岡山県倉敷市幸町１－
４０倉敷ナカヨシビル
Ⅱ４階

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,304,900円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,304,900円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
株式会社エスティマ
岡山県岡山市北区大供
２－１３－８

3260001000805

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,374,900円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,374,900円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
德田不動産鑑定事務所
岡山県岡山市中区兼基
３３６－５

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,322,350円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,322,350円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
仁科不動産鑑定事務所
岡山県浅口市鴨方町鴨
方３４５

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,402,050円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,402,050円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
マスカット不動産鑑定
岡山県倉敷市茶屋町１
９４７－３８

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,500,700円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,500,700円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社美作不動産鑑
定
岡山県岡山市北区平野
１０２０－１５６

6260001032093

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,338,250円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,338,250円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

有限会社廣畑不動産鑑
定事務所
岡山県岡山市北区鹿田
町１－４－８－１５０
３

1260002008411

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,181,750円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,181,750円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

有限会社フェア鑑定ス
クエア
岡山県倉敷市西阿知町
３４３－１３

7260002024733

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,669,450円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,669,450円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
藤原総合鑑定事務所
岡山県倉敷市福島７７
－２３

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,502,500円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,502,500円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社岡山第一鑑定
所
岡山県岡山市北区蕃山
町４－５岡山繊維会館

1260001001160

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,023,350円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,023,350円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社進栄不動産鑑
定
広島県広島市中区本川
町１－１－２５

4240001021389

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

2,304,300円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,304,300円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

有限会社中村不動産鑑
定
広島県広島市中区八丁
堀６－７チュリス八丁
堀６０３

7240002011923

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,862,250円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,862,250円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社谷澤総合鑑定
所中国支社
広島県広島市中区立町
１－２３

5120001045309

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,062,400円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,062,400円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
株式会社中央鑑定所
広島県東広島市西条朝
日町１０－１８

7240001023382

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,094,100円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,094,100円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

一般財団法人日本不動
産研究所中四国支社
広島県広島市中区胡町
４－２１

2010405009567

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

3,298,350円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
3,298,350円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

上河内総合鑑定所
広島県広島市中区大手
町３－１－１１平野ビ
ル３階

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

2,532,850円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,532,850円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

有限会社総合アプレイ
ザル
広島県広島市中区上八
丁堀８－１０

3240002026025

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

2,195,900円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,195,900円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

有限会社森嶋鑑定事務
所
広島県広島市中区鉄砲
町１－２０

2240002016852

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

2,288,100円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,288,100円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社村重鑑定コン
サルティング
広島県福山市三之丸町
８－７－１２０２

6240001045320

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,255,750円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,255,750円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

有限会社平和不動産鑑
定所
広島県福山市三吉町５
－５－２０

7240002042919

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,495,950円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,495,950円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社瀬戸内不動産
鑑定事務所
広島県福山市若松町３
－１０

1240001031093

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,388,500円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,388,500円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社八幡不動産鑑
定
広島県三原市円一町４
－２－１４－１１０４

3240001040019

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,293,200円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,293,200円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社タカハシ不動
産鑑定
広島県福山市宝町６－
１２

8240001034908

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,326,650円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,326,650円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

有限会社オフィス・ア
レーナ
広島県福山市東桜町９
－２６－１００７ポレ
スタ－ブロ－ドシティ
東桜町

3240002046031

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,626,150円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,626,150円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

小田アセットコンサル
ティング株式会社
広島県福山市西町１－
７－１５－４０７号室

4240001050842

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,091,900円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,091,900円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社ＵＲＡ
広島県広島市西区井口
２－６－１６中村ビル
１０１

2240001053368

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,300,950円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,300,950円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社塚本不動産鑑
定
広島県福山市本庄町中
４－１０－４

9240001058055

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,061,050円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,061,050円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

向井不動産鑑定士事務
所
広島県広島市中区広瀬
町３－７－５０２

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,214,650円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,214,650円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社白築鑑定事務
所
広島県広島市中区上幟
町３－２５

3240001008817

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,431,100円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,431,100円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

和陽不動産鑑定株式会
社
広島県広島市中区基町
１２－３COI広島紙屋町
ビル

3240001021943

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,274,550円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,274,550円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社小川不動産鑑
定
広島県広島市中区八丁
堀７－２

8240001016575

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,182,500円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,182,500円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社田原総合鑑定
所
広島県広島市中区本川
町２－５－１７田原ビ
ル５階

3240001006481

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,130,350円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,130,350円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

かみにし不動産鑑定
広島県広島市中区富士
見町８－２６エスティ
－ム８F

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,030,950円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,030,950円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社ひかり不動産
鑑定
広島県広島市中区富士
見町８－２６

4240001009764

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,195,550円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,195,550円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社中森不動産鑑
定
広島県廿日市市串戸４
－１０－１６

9240001028842

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,493,950円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,493,950円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

有限会社中国総合アプ
レイザル
広島県広島市中区白島
九軒町７－２１メゾン
ド－ル白島２０１

7240002009661

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,351,250円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,351,250円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
長瀬不動産鑑定事務所
広島県広島市中区本川
町２－３－１２

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,121,650円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,121,650円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

有限会社ワタナベ不動
産鑑定士事務所
広島県広島市中区鉄砲
町２－１８－９０１

5240002025561

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,275,850円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,275,850円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
定岡不動産鑑定事務所
広島県広島市南区南大
河町１１－２４

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,125,050円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,125,050円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
広島合同鑑定株式会社
広島県広島市中区西十
日市町６－８

6240001009176

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,165,250円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,165,250円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社エイトアプレ
イザル
広島県広島市中区大手
町２－１１－２５ＳＩ
ＥＮＡビル４０３

6240001052993

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,055,250円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,055,250円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社共同不動産鑑
定システムズ
山口県下関市長府才川
１－４３－６２

9250001005329

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

2,385,850円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,385,850円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
株式会社地域整備機構
山口県下関市伊崎町１
－１－１５

3250001005739

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

2,529,550円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,529,550円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

富士不動産鑑定株式会
社
山口県下関市秋根本町
２－１０－１０

5250001006289

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

2,379,800円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
2,379,800円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社都市評価研究
所
山口県下関市一の宮町
３－１０－３OAビル

9250001005997

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,775,150円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,775,150円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

一般財団法人日本不動
産研究所山口支所
山口県山口市米屋町１
－１５みずほ銀行山口
支店２階

2010405009567

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

3,248,950円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
3,248,950円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

ユタカ不動産鑑定事務
所
山口県下関市大字永田
郷１３５６－２

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,767,650円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,767,650円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
亀石不動産鑑定
山口県山陽小野田市稲
荷町１０－５

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,054,150円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,054,150円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

朝日不動産鑑定事務所
山口県下関市阿弥陀寺
町７－２５グランドパ
レスアクアリゾ－ト下
関１００１

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,207,400円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,207,400円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
古屋不動産鑑定事務所
山口県下関市汐入町３
９－７

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,984,150円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,984,150円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
関門アプレイザル
山口県下関市安岡本町
１－７－３３

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,781,450円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,781,450円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

有限会社岡村不動産鑑
定事務所
山口県岩国市山手町１
－１２－２３

3250002017849

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,693,350円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,693,350円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日 個人情報につき非公開 －

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,384,050円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,384,050円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

共同不動産鑑定システ
ムズ徳山事務所
山口県周南市慶万町２
－２１－５０３

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,569,400円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,569,400円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

不動産鑑定士・行政書
士　田中悟事務所
山口県山口市駅通り１
－３－１７－７０４

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,494,800円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,494,800円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
さくら鑑定所
山口県下関市石神町７
－１２

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,748,400円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,748,400円



別記様式５

（部局名：広島国税局） （審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

 契約の相手方の商号
 又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の

役員の
数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））
資料１－11

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
中野不動産鑑定事務所
山口県防府市平和町１
４－１５

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,485,050円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,485,050円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

中村不動産鑑定士事務
所
山口県岩国市錦見２－
９－３４

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,420,850円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,420,850円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
株式会社テラ
山口県防府市大字奈美
５６

8250001002491

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,415,700円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,415,700円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

株式会社西日本鑑定事
務所
山口県山口市楠木町６
－２

5250001017740

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,554,200円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,554,200円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
福島不動産鑑定事務所
山口県周南市三番町２
－１５－１－６０５

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,451,500円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,451,500円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日

ＲＥＡ周南合同会社
山口県周南市梅園町３
－１－１梅園ハイツ３
０９

2250003001308

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,488,950円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,488,950円

令和４年分路線価等を定めるための
鑑定評価員等及び土地評価精通者業
務

支出負担行為担当官
広島国税局総務部次長
岩崎　信夫
広島県広島市中区上八
丁堀６－３０

令和3年10月18日
山崎不動産鑑定事務所
山口県周南市今宿町３
－３２

－

公募を実施し、申し込みの
あった者のうち当局の要件
を満たす全ての者と契約し
たものであり、競争を許さ
ないことから会計法29条の
3第4項に該当するため。

1,433,900円 ＠73,900円ほか 100.0% 153 -

単価契約
令和3年度支払
実績額
1,433,900円

（注4）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

（注2）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を
       記載した場合には予定調達総額を記載する。

（注3）予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
　　　 企画競争又は公募を行った場合には、提案者数又は応募者数を応札者数欄に記載する。



別記様式６

（部局名：広島国税局）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
又は

物品役務等の名称及び数量
契約を締結した日

契約の相手方の
商号又は名称及び住所

法人番号

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募
又は不落・不調

の別

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

応札
（応募）
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

令和4年4月採用予定者の採用時健康診断にお
ける身体検査業務
179人

令和4年1月28日
医療法人社団ヤマナ会
広島県東広島市西条町吉行２
２１４

3240005004003 公募

②同種の他の契約の予
定価格を類推されるお
それがあるため公表し
ない

@6,160円ほか - 1
「役務の提供等」
その他、特に参加資格等の制限なし

以下余白

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

（審議対象期間　令和4年1月1日～令和4年3月31日）

資料１－12


